
   勝浦町危険ブロック塀安全対策支援事業費補助金交付要綱 

 

令和元年８月５日 

勝浦町告示第 11号 

 

 勝浦町危険ブロック塀等撤去支援事業費補助金交付要綱（平成 30 年勝浦町告示第

44号）の全部を改正する。 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、南海トラフ巨大地震等によるブロック塀等の倒壊による被害や

避難時等の通行の妨げとなることを防止するとともに、勝浦町民の安全・安心を確

保することを目的とし、避難路沿道等に面した危険性の高いブロック塀等の撤去等

を実施する勝浦町民に対し、その経費の一部について、予算の範囲内で補助金を交

付するものとし、その交付については、勝浦町補助金交付規則（平成７年勝浦町規

則第５号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この告示の定めるところ

による。 

 

 （定義） 

第２条 この告示における用語の定義については、それぞれ該当各号に定めるところ

による。 

 (1) ブロック塀等 

   補強コンクリートブロック造及びコンクリートブロック造、れんが造、石造そ

の他の組積造による塀をいう。 

 (2) 避難路沿道等 

   避難路の沿道又は避難地に隣接する敷地をいう。 

 (3) 避難路 

   勝浦町耐震改修促進計画に位置付けた避難路をいう。 

 (4) 避難地 

   勝浦町地域防災計画に位置付けた避難地をいう。 

 (5) 施工業者等 

   勝浦町内に本店又は支店を有するもので（個人事業者を含む。）、次に掲げる事

項のいずれかに該当するもの。 

   イ 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第３条第１項の許可を受けた建設業

者 

   ロ 建設工事に係る資材の再資源化に関する法律（平成 12年法律第 104号）

第 21条第１項の登録を受けた解体業者 

 (6) 一団の土地 

   同一の利用に供されている一団の土地をいう。 

 



 （事業対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の対象者は、

別表１又は別表２の要件を満たす危険性の高いブロック塀等の所有者若しくは管

理者であること。だたし、ブロック塀等の所有者と配偶者若しくは親子関係にある

者等で、町長が特に認める者については、この限りでない。 

２ 次に各号の一に該当する者は、前項にかかわらずこの告示の補助対象外とする。 

 (1) 国及び地方公共団体その他公共団体 

 (2) 勝浦町税に滞納がある者 

 (3) 補助対象に要する経費の全部又は一部について、この告示以外に補助を受けよ

うとする者又は受けた者 

 (4) その他町長が補助金の交付を不適当と認める者 

 

 （事業対象のブロック塀等） 

第４条 補助事業の対象となるブロック塀等、補助要件、経費、補助金額及び補助限

度額は、それぞれ別表３に定めるところによる。 

２ 前項の補助対象ブロック塀等は、勝浦町内に存するもので、過去にこの告示に基

づく補助金を受けていない一団の土地に限る。ただし、町長が補助対象者に特にや

むを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。 

 

 （補助金の額） 

第５条 補助事業に対する補助金の額は、一団の土地につき別表３に定める額以内と

し、補助限度額を限度とする。ただし、一団の土地あたりの補助金の額に 1,000円

未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

 （補助金の交付申請等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、事業着手

前に規則第３条の規定により、別表４に掲げる書類を町長に提出しなければならな

い。ただし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。 

２ 前項の申請をする場合には、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法

（昭和 63年法律第 108号）の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる

部分の金額及び当該金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控

除税額」という。）を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時にお

いて消費税等仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。 

 

 （事業の内定） 

第７条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要

に応じ、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて事業の内

定を決定し、申請者に通知するものとする。 



２ 町長は、事業の内定通知の際、事業の目的を達成するため、必要な条件を付する

ことができる。 

 

 （事業計画書の提出） 

第８条 申請者は、前条の通知を受けた後、別表４に掲げる書類を町長に提出しなけ

ればならない。 

 

 （補助金の交付決定等） 

第９条 町長は、前条の申請があったときは、申請に係る書類等の審査及び必要に応

じて、現地調査等により申請内容を確認し、適当と認めたものについて補助金の交

付を決定し、申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の交付要件） 

第 10条 規則第５条に規定する事項は、補助金の交付決定の条件となる。 

２ 町長は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の

目的を達成するために必要な条件を付するものとする。 

 

 （補助事業の着手） 

第 11 条 補助事業の着手は、補助金の交付決定通知後に行わなければならない。た

だし、町長が特にやむを得ない事情があると認めるときはこの限りでない。 

 

 （変更の承認の申請書等） 

第 12 条 申請者は、第９条の補助金の交付決定を受けた後、補助事業の内容の変更

（軽微なものを除く。）又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、

別表４に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の申請において補助金の額に変更が生じるときは、その内容を審査

し、適当と認めたものについて補助金の交付変更を決定し、申請者に通知するもの

とする。 

 

 （軽微な変更） 

第 13 条 軽微な変更は、補助対象経費等の補助金の額の算定に関わる重要な変更が

行われない場合で、交付決定額に変更を生じないものとする。 

 

 （完了実績の報告） 

第 14 条 申請者は、補助事業が完了したときは、別表４に掲げる書類を補助事業の

完了の日から起算して 30日以内に町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、完了実績の報告について必要があると認めるときは、申請者又は施工業

者等に報告を求めることができるものとする。 

 



 （額の確定） 

第 15 条 町長は、第 14 条の完了報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、

適当と認めたものについて補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。 

 

 （補助金の請求） 

第 16 条 申請者は、前条の額の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとす

るときは、別表４に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、補助金の受領を施工業者等に委任（以下「受領委任」という。）する

ときは、別表４に掲げる書類を町長に提出しなければならない。 

 

 （補助金の支払） 

第 17 条 町長は、申請者に対して前条による提出書類を受理した後に、補助金を支

払うものとする 

２ 受領委任により補助金を支払ったときは、申請者に補助金を支払ったものとみな

す。 

 

 （帳簿等） 

第 18条 申請者は、規則第 16条の規定により、補助事業に係る収入及び支出を明ら

かにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整理保管して

おかなければならない。 

２ 前項の帳簿及び証拠書類の保管の期間は、補助事業の完了の日又は中止の承認を

受けた日の属する年度の翌年度から起算して５年間とする。 

 

 （雑則） 

第 19条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この告示は、令和元年８月５日から施行する。ただし、別表３に規定する撤去支

援事業については、撤去工事のみ行う場合に限り、補助対象経費の額が 12 万円未

満である場合又は、避難路沿道等に面した危険なブロック塀等とする補助要件を満

たさない場合については、なお従前の例による。 

２ 前項ただし書の規定は、令和２年３月 31日限り、その効力を失う。 

 

   附 則（令和７年３月 27日告示第 23号） 

 この告示は、令和７年４月１日から施行する。 

  



別表１（第３条関係） 

年   月   日 

 

勝 浦 町 長  殿 

 

申請者 住所                  

氏名                  

 

補強コンクリートブロック造の塀の点検表 

 

 補助金の申請にあたり、所有（管理）の補強コンクリートブロック造の塀を次のとおり点検しま

したので、危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀に該当することを確認願います。 

 なお、点検の結果は、事実に相違ありません。 

点検項目 点検内容 
点検結果 

適合 不適合 

1 高さ 2.2ｍ以下 はい いいえ 

2 壁の厚さ 
高さ 2ｍを超える塀で厚さ 15ｃｍ未満 

いいえ はい 
高さ 2ｍ以下の塀で厚さ 10ｃｍ未満 

3 鉄筋 

壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向

に、それぞれ径 9ｍｍ以上の鉄筋を配置している 
はい 

いいえ 

（不明） 

壁内に径9ｍｍ以上の鉄筋が縦横80ｃｍ以内の間隔で

配筋されている 
はい 

いいえ 

（不明） 

4 

控壁 

(高さが 1.2ｍを超

える塀の場合) 

3.4ｍ以内ごとに、径 9ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が

塀の高さの 1/5以上突出している 
はい 

いいえ 

（不明） 

5 基礎 
丈が 35ｃｍ以上で根入れ深さが 30ｃｍ以上の鉄筋コ

ンクリート造の基礎がある 
はい 

いいえ 

（不明） 

6 
傾き 

ひび割れ 

全体的に傾いている、又は 1ｍｍ以上のひび割れがあ

る 
いいえ はい 

7 ぐらつき 人の力で簡単にぐらつく いいえ はい 

判定 

7項目のうち、1つでも不適合がある場合、安全対策が必要 いいえ はい 

 

勝浦町確認欄 

受付印欄 確認対象の補強コンクリートブロック造の塀について、申請者から

の点検内容を踏まえ以下のとおり、確認しました。 

 

確認結果 

(右の該当項目に■

又は✓点でチェッ

クすること) 

□ 危険性の高い補強コンクリートブロック 

造の塀（ブロック塀等）に該当します。 

 □ 危険性の高い補強コンクリートブロック 

造の塀（ブロック塀等）に該当しません。 

鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。 

 



別表２（第３条関係） 

年   月   日 

 

勝 浦 町 長  殿 

 

申請者 住所                  

氏名                  

 

組積造の塀の点検表 

 

 補助金の申請にあたり、所有（管理）の組積造（コンクリートブロック造・れんが造・石造・そ

の他の組積造）の塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高い組積造の塀に該当することを確

認願います。 

 なお、点検の結果は、事実に相違ありません。 

点検項目 点検内容 
点検結果 

適合 不適合 

1 高さ 1.2ｍを超えている いいえ はい 

2 壁の厚さ 
各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の

1/10以上ある 
はい いいえ 

3 控壁 

4ｍ以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの

1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の

1.5倍以上ある 

はい いいえ 

4 基礎 根入れ深さが 20ｃｍ以上ある はい 
いいえ 

（不明） 

5 
傾き 

ひび割れ 

全体的に傾いている、又は 1ｍｍ以上のひび割れがあ

る 
いいえ はい 

6 ぐらつき 人の力で簡単にぐらつく いいえ はい 

判定 

6項目のうち、1つでも不適合がある場合、安全対策が必要 いいえ はい 

 

勝浦町確認欄 

受付印欄 確認対象の組積造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ以

下のとおり、確認しました。 

 

確認結果 

(右の該当項目に■

又は✓点でチェッ

クすること) 

□ 危険性の高い組積造の塀 

（ブロック塀等）に該当します。 

 □ 危険性の高い組積造の塀 

（ブロック塀等）に該当しません。 

 

  



別表３ 

 

区分 危険なブロック塀等撤去支援事業 

補助要件 

次に掲げる事項①から③の全てに該当するもの 

① 避難路沿道等に面した危険なブロック塀として別表１又は

別表２に従い点検した結果、安全対策が必要と判断されたも

の 

② 危険なブロック塀等の撤去後に道路等からの高さが 40ｃｍ

を超えるブロック塀を新たに設置しないこと 

③ 施工業者等が撤去を行うもの 

補助対象経費 

次に掲げる危険性の高いブロック塀等の撤去に要する経費 

① 補助要件の事業を実施する工事 

② 工事に伴い発生する資材の処分費及び運搬費 

③ 上記に掲げるもののほか、町長が減災に寄与すると認めた関

連工事 

補助金額 補助対象経費の３分の２以内 

補助限度額 一団の土地あたり１３３，０００円 

区分 危険なブロック塀等建替支援事業 

補助要件 

次に掲げる事項①から③の全てに該当するもの 

① 避難路沿道等に面した危険なブロック塀として別表１又は

別表２に従い点検した結果、安全対策が必要と判断されたも

の 

② 危険なブロック塀等の撤去後に道路等からの高さが 40ｃｍ

を超えるブロック塀を新たに設置しないこと 

③ 施工業者等が建替えを行うもの 

補助対象経費 

次に掲げる危険性の高いブロック塀等の建替えに要する経費 

① 補助要件の事業を実施する工事 

② 工事に伴い発生する資材の処分費及び運搬費 

③ 上記に掲げるもののほか、町長が減災に寄与すると認めた関

連工事 

補助金額 補助対象経費の３分の２以内 

補助限度額 一団の土地あたり２６７，０００円 

 

 

  



別表４ 

 

事業申請時 

提出書類 

・危険ブロック塀等安全対策支援事業申請書（様式第１号） 

・付近見取り図（住宅地図） 

・ブロック塀等の位置、延長、高さ及び道路等の幅員を記入した図面

（手書きも可） 

・撤去前のブロック塀等のカラー写真 

（全景及び不適合が確認できるもの） 

・別表１又は別表２の点検表 

・その他町長が必要と認める書類 

事業内定後 

提出書類 

・事業計画書（様式第２号） 

・工事見積書 

・施工業者等の本店の所在地又は所在地が町内にあることを証明する

書類 

・その他町長が必要と認める書類 

補助金交付変更申請時 

提出書類 
・補助金交付変更申請書（様式第３号） 

・補助金交付申請時の提出書類のうち変更のあったもの 

補助事業中止（廃止）申請時 

提出書類 ・補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第４号） 

完了実績報告時 

提出書類 

・完了実績報告書（様式第５号） 

・補助金精算書（様式第６号） 

・工事契約書の写し 

・工事代金領収書の写し 

 ※見積書から変更がある場合は、補助対象経費の内容がわかる内訳書 

 ※受領委任の場合は、工事代金から補助金差し引いた金額の領収書の写

し 

・工事写真（しゅん工後） 

・産業廃棄物管理票（マニフェストＥ票）の写し 

・その他町長が必要と認める書類 

補助金請求時 

提出書類 

・補助金請求書（様式第７号） 

 ※受領委任の場合は、補助金受領委任払請求書（様式第８号） 

・額の確定通知書の写し 

 

 


